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「障 害 者
しょうがいしゃ

総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

」（仮 称
かしょう

）の論 点
ろんてん

 

 

■論 点
ろんてん

構 成
こうせい

の基本
きほん

視点
してん

、根 拠
こんきょ

 

① 推 進
すいしん

会議
かいぎ

の第
だい

１次
じ

意 見 書
いけんしょ

＋第
だい

３回
かい

推 進
すいしん

会議
かいぎ

議事録
ぎじろく

 

② 障 害 者
しょうがいしゃ

権利
けんり

条 約
じょうやく

本 文
ほんぶん

 

③自立
じりつ

支 援 法
しえんほう

訴 訟
そしょう

基本
きほん

合意
ごうい

文 書
ぶんしょ

 

④ 民 主 党
みんしゅとう

 障 害 者
しょうがいしゃ

政 策
せいさく

P T
ぴーてぃー

報 告
ほうこく

 

 

部会
ぶかい

 

審議
しんぎ

 

時期
じ き

 

分
ぶん

 野
や

 項
こう

 目
もく

 論
ろん

  点
てん

 

  A
えー

 法
ほう

の

理念
りねん

・

目 的
もくてき

・範囲
はんい

 

A
えー

-1 法
ほう

の名 称
めいしょう

 A
えー

-1-1) 法
ほう

の名 称
めいしょう

についてどう考
かんが

えるか？ 

A
えー

-2 誰
だれ

の何
なに

のた

め 

A
えー

-2-1) そもそも、この総 合
そうごう

福 祉 法
ふくしほう

は、誰
だれ

の何
なに

のためにつくるのか？ 

A
えー

-2-2) 憲 法
けんぽう

、障 害 者
しょうがいしゃ

基 本 法
きほんほう

等
とう

と「総 合
そうごう

福 祉 法
ふくしほう

」との関 係
かんけい

をどう考
かんが

えるか？ 

A
えー

-3 理念
りねん

規定
きてい

 A
えー

-3-1) 障 害 者
しょうがいしゃ

権利
けんり

条 約
じょうやく

の「保護
ほ ご

の 客 体
きゃくたい

から権利
けんり

の主 体
しゅたい

への転 換
てんかん

」「医学
いがく

モデル
も で る

から社 会
しゃかい

モデル
も で る

への転 換
てんかん

」をふまえた理念
りねん

規定
きてい

についてどう考
かんが

えるか？ 

総合福祉部会 第５回 
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部会
ぶかい

 

審議
しんぎ

 

時期
じ き

 

分
ぶん

 野
や

 項
こう

 目
もく

 論
ろん

  点
てん

 

   A
えー

-3-2) 推 進
すいしん

会議
かいぎ

では「地域
ちいき

で 生 活
せいかつ

する権利
けんり

」の明記
めいき

が不可欠
ふかけつ

との確 認
かくにん

がされ、推 進
すいしん

会議
かいぎ

・

第 一 次
だいいちじ

意 見 書
いけんしょ

では「すべての障 害 者
しょうがいしゃ

が、自
みずか

ら選 択
せんたく

した地域
ちいき

において自立
じりつ

した生 活
せいかつ

を営
いとな

む

権利
けんり

を有
ゆう

することを確 認
かくにん

するとともに、その 実 現
じつげん

のための支援
しえん

制度
せいど

の構 築
こうちく

を目指
め ざ

す」と記
しる

さ

れた。これを受
う
けた規定

きてい
をどうするか? 

A
えー

-3-3) 障 害 者
しょうがいしゃ

の自立
じりつ

の 概 念
がいねん

をどう捉
とら

えるか？その際
さい

、「家族
かぞく

への依存
いぞん

」の問 題
もんだい

をどう考
かんが

え

るか？ 

A
えー

-4 支援
しえん

（サービス
さ ー び す

）

選 択 権
せんたくけん

を

前 提
ぜんてい

とした

受 給 権
じゅきゅうけん

 

 

A
えー

-4-1) 「地域
ちいき

で 生 活
せいかつ

する権利
けんり

」を担保
たんぽ

していくために、サービス
さ ー び す

選 択 権
せんたくけん

を前 提
ぜんてい

とした受 給 権
じゅきゅうけん

が 必 要
ひつよう

との意見
いけん

があるが、これについてどう考
かんが

えるか？ 

A
えー

-4-2) 条 約
じょうやく

第
だい

19 条
じょう

の「特 定
とくてい

の 生 活
せいかつ

様 式
ようしき

を義務
ぎ む

づけられないこと」をふまえた規定
きてい

を盛
も
り込

こ
む

か、盛
も
り込

こ
むとしたらどのように盛

も
り込

こ
むか？ 

A
えー

-4-3) 障 害 者
しょうがいしゃ

の福祉
ふくし

支援
しえん

（サービス
さ ー び す

）提 供
ていきょう

にかかる国
くに

ならびに地方
ちほう

公 共
こうきょう

団 体
だんたい

の 役 割
やくわり

をど

う考
かんが

えるか？ 
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部会
ぶかい

 

審議
しんぎ

 

時期
じ き

 

分
ぶん

 野
や

 項
こう

 目
もく

 論
ろん

  点
てん

 

  A
えー

-5 法
ほう

の守備
しゅび

範囲
はんい

 

A
えー

-5-1) 「 総 合
そうごう

福 祉 法
ふくしほう

」の守備
しゅび

範囲
はんい

をどう考
かんが

えるか？福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

以外
いがい

の、医 療
いりょう

、労 働
ろうどう

分野
ぶんや

、

コミュニケーション
こ み ゆ に け ー し ょ ん

、また、障 害 児
しょうがいじ

、高 齢 者
こうれいしゃ

の分野
ぶんや

との機能
きのう

分 担
ぶんたん

や（制度
せいど

の谷間
たにま

を生
う
まない)

連 携
れんけい

について推 進
すいしん

会議
かいぎ

の 方 向 性
ほうこうせい

に沿
そ
った形

かたち
でどう進

すす
めていくか？ 

A
えー

-5-2) 身 体
しんたい

障 害 者
しょうがいしゃ

福 祉 法
ふくしほう

、知的
ちてき

障 害 者
しょうがいしゃ

福 祉 法
ふくしほう

、精 神
せいしん

保健
ほけん

福 祉 法
ふくしほう

、児童
じどう

福 祉 法
ふくしほう

、その

他
た
の既存

きそん
の法 律

ほうりつ
のあり方

かた
、並

なら
びに 総 合

そうごう
福 祉 法
ふくしほう

との関 係
かんけい

についてどう考
かんが

えるか？ 

A
えー

-6 その他
た

 A
えー

-6-1) 「分野
ぶんや

A
えー

 法
ほう

の理念
りねん

・ 目 的
もくてき

・範囲
はんい

」についてのその他
た
の 論 点

ろんてん
及
およ

び意見
いけん

 

 B
びー

 障 害
しょうがい

の

範囲
はんい

 

B
びー

-1 法
ほう

の対 象
たいしょう

規定
きてい

 

B
びー

-1-1) 推 進
すいしん

会議
かいぎ

では、障 害
しょうがい

の定義
ていぎ

について、「社 会
しゃかい

モデル
も で る

に立
た
った、制度

せいど
の谷間

たにま
を生

う
まない定義

ていぎ

とする」ことが確 認
かくにん

されている。これをふまえた、「総 合
そうごう

福 祉 法
ふくしほう

」における 障 害
しょうがい

の定義
ていぎ

や支援
しえん

の対 象 者
たいしょうしゃ

に関
かん

する規定
きてい

をどう考
かんが

えるか？ 

B
びー

-1-2) 「自立
じりつ

支 援 法
しえんほう

」制
せい

定時
ていじ

の附則
ふそく

で示
しめ

されていた「発 達
はったつ

障 害
しょうがい

、 高次
こうじ

脳
のう

機能
きのう

障 害
しょうがい

、難 病
なんびょう

（ 慢 性
まんせい

疾 患
しっかん

)」等
とう

も含
ふく

みこんだ規定
きてい

をどうするか？制 限
せいげん

列 挙
れっきょ

で加
くわ

えるのか、包 括 的
ほうかつてき

規定
きてい

にするのか？ 
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部会
ぶかい

 

審議
しんぎ

 

時期
じ き

 

分
ぶん

 野
や

 項
こう

 目
もく

 論
ろん

  点
てん

 

  B
びー

-2 手続
てつづ

き規定
きてい

 B
びー

-2-1) 障 害
しょうがい

手 帳
てちょう

を持
も
たない高次

こうじ
脳
のう

機能
きのう

障 害
しょうがい

、発 達
はったつ

障 害
しょうがい

、難 病
なんびょう

、軽度
けいど

知的
ちてき

、難 聴
なんちょう

など

を有
ゆう

する者
しゃ

を排
はい

除
じょ

しない手続
てつづ

き規定
きてい

をどう考
かんが

えるか？ 

B
びー

-3 その他
た

 B
びー

-3-1) 「分野
ぶんや

B
びー

 障 害
しょうがい

の範囲
はんい

」についてのその他
た
の 論 点

ろんてん
及
およ

び意見
いけん

 

  C
しー

 「 選 択
せんたく

と

決 定
けってい

」

（ 支 給
しきゅう

決 定
けってい

） 

 

C
しー

-1 自己
じ こ

決 定
けってい

支援
しえん

・ 相 談
そうだん

支援
しえん

 

C
しー

-1-1) 「 必 要
ひつよう

な支援
しえん

を受
う
けながら、自

みずか
らの決 定

けってい
・選 択
せんたく

に基
もと

づき、社 会
しゃかい

のあらゆる分野
ぶんや

の活 動
かつどう

に参加
さんか

・参 画
さんかく

する」（意 見 書
いけんしょ

)を 実 現
じつげん

していくためには、どういう支援
しえん

が必 要
ひつよう

か？また

「セルフマネジメント
せ る ふ ま ね じ め ん と

」「支援
しえん

を得
え
ながらの自己

じ こ
決 定
けってい

」についてどう考
かんが

えるか？ 

C
しー

-1-2) 障 害 者
しょうがいしゃ

ケアマネジメント
け あ ま ね じ め ん と

で重 要 性
じゅうようせい

が指摘
してき

されてきたエンパワメント
え ん ぱ わ め ん と

支援
しえん

についてどう

考
かんが

えるか？また、エンパワメント
え ん ぱ わ め ん と

支援
しえん

の機能
きのう

を 強 化
きょうか

するためにはどういった 方 策
ほうさく

が必 要
ひつよう

と考
かんが

えるか？ 

C
しー

-1-3) ピアカウンセリング
ぴ あ か う ん せ り ん ぐ

、ピアサポート
ぴ あ さ ぽ ー と

の意義
い ぎ

と役 割
やくわり

、普 及
ふきゅう

する上
うえ

での課題
かだい

についてどう考
かんが

え

るか？ 

C
しー

-1-4) 施設
しせつ

・病 院
びょういん

からの地域
ちいき

移行
いこう

や、地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

の 充 実
じゅうじつ

を進
すす

めていく上
うえ

で、相 談
そうだん

支援
しえん

の 役 割
やくわり

と機能
きのう

として求
もと

められるものにはどのようなことがあるか？その点
てん

から、現 状
げんじょう

の位置
い ち

づけ

や 体 制
たいせい

にはどのような課題
かだい

があると考
かんが

えるか？ 
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部会
ぶかい

 

審議
しんぎ

 

時期
じ き

 

分
ぶん

 野
や

 項
こう

 目
もく

 論
ろん

  点
てん

 

  C
しー

-2 障 害
しょうがい

程度
ていど

区分
くぶん

の機能
きのう

と

問 題 点
もんだいてん

 

C
しー

-2-1) 現 行
げんこう

「自立
じりつ

支 援 法
しえんほう

」の支 給
しきゅう

決 定
けってい

についてどう評 価
ひょうか

し、どういう 問 題 点
もんだいてん

があると考
かんが

えるか？また、その中
なか

で「障 害
しょうがい

程度
ていど

区分
くぶん

」の果
は
たした機能

きのう
と、その問 題 点

もんだいてん
についてどう考

かんが
え

るか？ 

C
しー

-2-2) 「 障 害
しょうがい

程度
ていど

区分
くぶん

」と連 動
れんどう

している支援
しえん

の必 要 度
ひつようど

及
およ

び 報 酬
ほうしゅう

と国庫
こっこ

負担
ふたん

基 準
きじゅん

について

どう考
かんが

えるか？特
とく

に、今後
こんご

の地域
ちいき

移行
いこう

の 展 開
てんかい

を考
かんが

えた際
さい

に、24時間
じかん

の地域
ちいき

でのサポート
さ ぽ ー と

体 制
たいせい

（ 後 述
こうじゅつ

)が必 要
ひつよう

となるが、そのための 財 源
ざいげん

調 整
ちょうせい

の仕組
し く

みをどう考
かんが

えるか？ 

C
しー

-3 「 選 択
せんたく

と

決 定
けってい

」（支 給
しきゅう

決 定
けってい

）プロセス
ぷ ろ せ す

とツール
つ ー る

 

 

C
しー

-3-1) 第
だい

3 回
かい

推 進
すいしん

会議
かいぎ

では、障 害
しょうがい

程度
ていど

区分
くぶん

の廃止
はいし

とそれに代
か
わる協 議

きょうぎ
・調 整

ちょうせい
による支 給

しきゅう

決 定
けってい

プロセス
ぷ ろ せ す

のための体 制
たいせい

構 築
こうちく

についての議論
ぎろん

がなされた。これらの点
てん

についてどう考
かんが

える

か？ 

C
しー

-3-2) 「 障 害
しょうがい

程度
ていど

区分
くぶん

」廃止後
はいしご

の支 給
しきゅう

決 定
けってい

の仕組
し く

みを考
かんが

える際
さい

に、 支 給
しきゅう

決 定
けってい

に当
あ
たって

必 要
ひつよう

なツール
つ ー る

としてどのようなものが考
かんが

えられるか？（ガイドライン
が い ど ら い ん

、 本 人
ほんにん

中 心
ちゅうしん

計 画
けいかく

等
とう

) 

C
しー

-3-3) 支 給
しきゅう

決 定
けってい

に当
あ
たって自治体

じちたい
担 当 者
たんとうしゃ

のソーシャルワーク
そ ー し ゃ る わ ー く

機能
きのう

をどう 強 化
きょうか

するか？ 

C
しー

-3-4) 推 進
すいしん

会議
かいぎ

でも、不服
ふふく

審査
しんさ

機関
きかん

の重 要 性
じゅうようせい

が指摘
してき

されているが、どのような不服
ふふく

審査
しんさ

や

アドボカシー
あ ど ぼ か し ー

の仕組
し く

みが必 要
ひつよう

と考
かんが

えられるか？ 
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部会
ぶかい

 

審議
しんぎ

 

時期
じ き

 

分
ぶん

 野
や

 項
こう

 目
もく

 論
ろん

  点
てん

 

  C
しー

-4 その他
た

 C
しー

-4-1) 「分野
ぶんや

C
しー

 「 選 択
せんたく

と 決 定
けってい

」（支 給
しきゅう

決 定
けってい

）」についてのその他
た
の論 点

ろんてん
及
およ

び意見
いけん

 

  D
でぃー

 支援
しえん

（サービス
さ ー び す

）

体 系
たいけい

 

 

D
でぃー

-1  支援
しえん

（サービス
さ ー び す

）

体 系
たいけい

のあり方
かた

について 

D
でぃー

-1-1) これまで支援
しえん

の狭間
はざま

にいた人
ひと

たち（例
たと

えば発 達
はったつ

障 害
しょうがい

、高次
こうじ

脳
のう

機能
きのう

障 害
しょうがい

、難 病
なんびょう

、

軽度
けいど

知的
ちてき

障 害
しょうがい

など)に必 要
ひつよう

な福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

とはどのようなものであるか？ 

D
でぃー

-1-2) 現 行
げんこう

の介護
かいご

給 付
きゅうふ

、訓 練
くんれん

等
とう

給 付
きゅうふ

と地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

事 業
じぎょう

という区分
くぶん

についてどう考
かんが

えるか？総 合
そうごう

福 祉 法
ふくしほう

での支援
しえん

体 系
たいけい

のあり方
かた

についてどう考
かんが

えるか？障 害 者
しょうがいしゃ

の 生 活
せいかつ

構 造
こうぞう

やニード
に ー ど

に基
もと

づいた支援
しえん

体 系
たいけい

はどうあるべきと考
かんが

えるか？ 

D
でぃー

-1-3) 現 行
げんこう

の訓 練
くんれん

等
とう

給 付
きゅうふ

についてどう考
かんが

えるか？労 働
ろうどう

分野
ぶんや

での見直
みなお

しとの関 係
かんけい

で、

就 労
しゅうろう

移行
いこう

支援
しえん

、就 労
しゅうろう

継 続
けいぞく

支援
しえん

等
とう

のあり方
かた

をどう考
かんが

えるか？また、自立
じりつ

訓 練
くんれん

（機能
きのう

訓 練
くんれん

・

生 活
せいかつ

訓 練
くんれん

)のあり方
かた

についてどう考
かんが

えるか？ 

D
でぃー

-1-4) 生 活
せいかつ

介護
かいご

、療 養
りょうよう

介護
かいご

も 含
ふく

めた日 中
にっちゅう

活 動
かつどう

系
けい

支援
しえん

体 系
たいけい

の在
あ
り方

かた
をどうするか？ 

D
でぃー

-1-5) 地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

事 業
じぎょう

の意義
い ぎ

と 問 題 点
もんだいてん

についてどう考
かんが

えるか？地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

事 業
じぎょう

の仕組
し く

みになじむものと、なじまないものについてどう考
かんが

えるか？ 



7 
 

部会
ぶかい

 

審議
しんぎ

 

時期
じ き

 

分
ぶん

 野
や

 項
こう

 目
もく

 論
ろん

  点
てん

 

   D
でぃー

-1-6) 現 行
げんこう

のコミュニケーション
こ み ゆ に け ー し ょ ん

支援
しえん

事 業
じぎょう

についてどう考
かんが

えるか？ 推 進
すいしん

会議
かいぎ

・第 一 次
だいいちじ

意 見 書
いけんしょ

では、「手話
しゅわ

や要 約
ようやく

筆記
ひっき

、指
ゆび

点字
てんじ

等
とう

を含
ふく

めた多様
たよう

な言語
げんご

の 選 択
せんたく

、コミュニケーション
こ に み ゆ け ー し ょ ん

の 手 段
しゅだん

の保 障
ほしょう

の重 要 性
じゅうようせい

・必 要 性
ひつようせい

」が指摘
してき

された。これらを踏
ふ
まえて、聴 覚

ちょうかく
障 害 者
しょうがいしゃ

や盲
もう

ろう者
しゃ

、視覚
しかく

障 害 者
しょうがいしゃ

、さらに、知的
ちてき

障 害 者
しょうがいしゃ

、重 度
じゅうど

肢体
したい

不自由者
ふじゆうしゃ

を含
ふく

めた今後
こんご

のあり方
かた

を

どう考
かんが

えるか？ 

D
でぃー

-1-7) 現 行
げんこう

の補装具
ほ そ う ぐ

・日 常
にちじょう

生 活
せいかつ

用具
ようぐ

についてどう考
かんが

えるか？今後
こんご

のあり方
かた

についてどう考
かんが

えるか？ 

D
でぃー

-1-8) 現 行
げんこう

の自立
じりつ

支援
しえん

医 療
いりょう

についてどう考
かんが

えるか？基本
きほん

合意
ごうい

において、「 当 面
とうめん

の 重 点
じゅうてん

な

課題
かだい

」とされている利 用 者
りようしゃ

負担
ふたん

の措置
そ ち

に加
くわ

えて、どのような課題
かだい

があると考
かんが

えるか？ 

D
でぃー

-2 生 活
せいかつ

実 態
じったい

に即
そく

し

た 介 助
かいじょ

支援
しえん

（サービス
さ ー び す

）等
とう

 

D
でぃー

-2-1) 推 進
すいしん

会議
かいぎ

では、シームレス
し ー む れ す

なサービス
さ ー び す

の確保
かくほ

の 必 要 性
ひつようせい

が指摘
してき

された。また、障 害 者
しょうがいしゃ

権利
けんり

条 約
じょうやく

では「パーソナル
ぱ ー そ な る

・アシスタンス
あ し す た ん す

・サービス
さ ー び す

」を含
ふく

む支援
しえん

サービス
さ ー び す

も提起
ていき

されている。こ

れらをふまえ、地域
ちいき

支援
しえん

サービス
さ ー び す

のあり方
かた

についてどう考
かんが

えるか？ 
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部会
ぶかい

 

審議
しんぎ

 

時期
じ き

 

分
ぶん

 野
や

 項
こう

 目
もく

 論
ろん

  点
てん

 

   D
でぃー

-2-2) 現 在
げんざい

のホームヘルプ
ほ ー む へ る ぷ

、ガイドヘルプ
が い ど へ る ぷ

の仕組
し く

みについては、 何
なん

らかの 変 更
へんこう

が 必 要
ひつよう

か？ま

た、ガイドヘルプ
が い ど へ る ぷ

に関
かん

しての個別
こべつ

給 付 化
きゅうふか

は 必 要
ひつよう

か？ 

D
でぃー

-2-3) 障 害
しょうがい

特 性
とくせい

ゆえに必 要
ひつよう

とされる見守
みまも

りや安 心
あんしん

確保
かくほ

の 相 談
そうだん

といった身 体
しんたい

介護
かいご

・家事
か じ

援 助
えんじょ

ではない人 的
じんてき

サポート
さ ぽ ー と

の位置
い ち

づけをどうするべきか？ 

D
でぃー

-2-4) 医 療 的
いりょうてき

ケア
け あ

が 必 要
ひつよう

な 障 害 者
しょうがいしゃ

の地域
ちいき

でのサポート
さ ぽ ー と

体 制
たいせい

を 確 立
かくりつ

するためにはどうい

う課題
かだい

があるか？ また、地域
ちいき

生 活
せいかつ

を 継 続
けいぞく

しながら 必 要
ひつよう

に 応
おう

じて利用
りよう

できるショートステイ
し ょ ー と す て い

等
とう

の機能
きのう

を望
のぞ

む声
こえ

があるが、確保
かくほ

していくためにどのような課題
かだい

があるか？ 

D
でぃー

-3 社 会
しゃかい

参加
さんか

支援
しえん

（サービス
さ ー び す

） 

D
でぃー

-3-1) 障 害 者
しょうがいしゃ

の社 会
しゃかい

参加
さんか

の 点
てん

から就 労
しゅうろう

・就 学
しゅうがく

に際
さい

しての介護
かいご

、通 勤
つうきん

・通 学
つうがく

の介護
かいご

が

大
おお

きな課題
かだい

との指摘
してき

があるが、 総 合
そうごう

福 祉 法
ふくしほう

のサービス
さ ー び す

でどこまでカバー
か ば ー

すると考
かんが

えるか、その

際
さい

、 労 働
ろうどう

行 政
ぎょうせい

や教 育
きょういく

行 政
ぎょうせい

との役 割
やくわり

分 担
ぶんたん

や 財 源
ざいげん

をどう考
かんが

えるか？ 

D
でぃー

-3-2) 居場所
いばしょ

機能
きのう

など広
ひろ

く仲間
なかま

との交 流
こうりゅう

や文化
ぶんか

芸 術
げいじゅつ

活 動
かつどう

などについてどう考
かんが

え、確保
かくほ

して

いくための体 系
たいけい

はどう考
かんが

えるか？ 

D
でぃー

-4 就 労
しゅうろう

 D
でぃー

-4-1) 「福祉
ふくし

から雇用
こよう

へ」の移行
いこう

はどこまで進
すす

んだのか？これまでの 就 労
しゅうろう

政 策
せいさく

の問 題 点
もんだいてん

を

どう考
かんが

えるのか？ 
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部会
ぶかい

 

審議
しんぎ

 

時期
じ き

 

分
ぶん

 野
や

 項
こう

 目
もく

 論
ろん

  点
てん

 

   D
でぃー

-4-2) 福 祉 的
ふくしてき

就 労
しゅうろう

のとらえ直
なお

しを含
ふく

む、これからの就 労
しゅうろう

の制度
せいど

設 計
せっけい

をどう考
かんが

えるのか？ 

D
でぃー

-4-3) 既存
きそん

の労 働
ろうどう

行 政
ぎょうせい

における取
と
り組

く
みとあわせて、福祉

ふくし
と労 働

ろうどう
にまたがるような法

ほう
制度
せいど

に

ついては、どこで議論
ぎろん

していくべきか？ 

D
でぃー

-5 地域
ちいき

での住
す

まいの確保
かくほ

・

居 住
きょじゅう

サポート
さ ぽ ー と

について 

D
でぃー

-5-1) これまで地域
ちいき

移行
いこう

の障 壁
しょうへき

になってきた住 宅
じゅうたく

問 題
もんだい

を解
かい

決
けっ

するために、具 体 的
ぐたいてき

にどのよ

うな方 策
ほうさく

が考
かんが

えられるか？ 

D
でぃー

-5-2) 地域
ちいき

での住
す
まいの確保

かくほ
の 方 策

ほうさく
として公 営

こうえい
住 宅
じゅうたく

への優 先 枠
ゆうせんわく

を広
ひろ

げる方 向
ほうこう

で考
かんが

え

るべきか？ 

D
でぃー

-5-3) また、公 営
こうえい

住 宅
じゅうたく

が 質 量
しつりょう

共
とも

に不足
ふそく

する現 実
げんじつ

がある中
なか

で、 障 害
しょうがい

がある人
ひと

のアパート

などの一 般
いっぱん

住 宅
じゅうたく

の確保
かくほ

の為
ため

にどのような 対 応
たいおう

が 必 要
ひつよう

か？（家賃
やちん

等
とう

の 軽 減
けいげん

策
さく

や借
か
り上

あ
げ

型
がた

賃 貸
ちんたい

住 宅
じゅうたく

等
とう

) 

D
でぃー

-5-4) 居 住
きょじゅう

サポート
さ ぽ ー と

事 業
じぎょう

の評 価
ひょうか

とさらに必 要
ひつよう

とされる機能
きのう

・役 割
やくわり

にどのようなことがある

か？ 

D
でぃー

-5-5) グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

とケアホーム
け あ ほ ー む

について、現 状
げんじょう

の問 題 点
もんだいてん

は何
なに

か？また今後
こんご

のあり方
かた

をど

う考
かんが

えるか？ 
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部会
ぶかい

 

審議
しんぎ

 

時期
じ き

 

分
ぶん

 野
や

 項
こう

 目
もく

 論
ろん

  点
てん

 

  D
でぃー

-6 権利
けんり

擁護
ようご

支援
しえん

等
とう

 

D
でぃー

-6-1) 「 本 人
ほんにん

が 必 要
ひつよう

とする支援
しえん

を受
う
けた自己

じ こ
選 択
せんたく

、自己
じ こ

決 定
けってい

、地域
ちいき

生 活
せいかつ

」を実 現
じつげん

して

いくためには、どのようなサービス
さ ー び す

体 系
たいけい

が必 要
ひつよう

と考
かんが

えるか？ 

D
でぃー

-6-2) 権利
けんり

擁護
ようご

を推 進
すいしん

していくためにはどのような 体 制
たいせい

が必 要
ひつよう

か？ 相 談
そうだん

支援
しえん

や

エンパワメント
え ん ぱ わ め ん と

の事 業 化
じぎょうか

についてどう考
かんが

えるか？ 

D
でぃー

-6-3) サービス
さ ー び す

の質
しつ

の確保
かくほ

等
とう

のための 苦 情
くじょう

解 決
かいけつ

と第 三 者
だいさんしゃ

評 価
ひょうか

の仕組
し く

みについてどう考
かんが

えるか？ 

D
でぃー

-7 その他
た

 D
でぃー

-7-1) 「分野
ぶんや

D
でぃー

 支援
しえん

（サービス
さ ー び す

） 体 系
たいけい

」についてのその他
た
の論 点

ろんてん
及
およ

び意見
いけん

 

  E
いー

 地域
ちいき

移行
いこう

 E
いー

-1 地域
ちいき

移行
いこう

の

支援
しえん

、並
なら

びにそ

の法 定 化
ほうていか

 

 

E
いー

-1-1) 条 約
じょうやく

では、「特 定
とくてい

の 生 活
せいかつ

様 式
ようしき

を義務
ぎ む

づけられないこと」とあるが、これを確保
かくほ

するため

にはどのようなことが課題
かだい

にあるか？また、地域
ちいき

移行
いこう

の法 定 化
ほうていか

についてどう考
かんが

えるか？ 

E
いー

-1-2) 入 所
にゅうしょ

施設
しせつ

や病 院
びょういん

からの地域
ちいき

移行
いこう

に関
かん

して具 体 的
ぐたいてき

な期限
きげん

や数値
すうち

目 標
もくひょう

、プログラム
ぷ ろ ぐ ら む

など

を定
さだ

めることは必 要
ひつよう

か？ 

E
いー

-1-3) 地域
ちいき

移行
いこう

を進
すす

めるために、ピアサポート
ぴ あ さ ぽ ー と

や自立
じりつ

体 験
たいけん

プログラム
ぷ ろ ぐ ら む

などをどのように整備
せいび

・

展 開
てんかい

していくべきか？ 
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部会
ぶかい

 

審議
しんぎ

 

時期
じ き

 

分
ぶん

 野
や

 項
こう

 目
もく

 論
ろん

  点
てん

 

   E
いー

-1-4) 長 期
ちょうき

入 院
にゅういん

・入 所
にゅうしょ

の結果
けっか

、保 証 人
ほしょうにん

を確保
かくほ

できず地域
ちいき

移行
いこう

が出来
で き

ない人
ひと

への対 応
たいおう

と

して、どのような公 的
こうてき

保 証 人
ほしょうにん

制度
せいど

が 必 要
ひつよう

か？ 

E
いー

-1-5) 地域
ちいき

移行
いこう

をする人
ひと

に 必 要
ひつよう

な財 源
ざいげん

が 給 付
きゅうふ

されるような仕組
し く

みは 必 要
ひつよう

か？また、どのよう

なものであるべきか？ 

E
いー

-1-6) 地域
ちいき

移行
いこう

における、入 所
にゅうしょ

施設
しせつ

や 病 院
びょういん

の役 割
やくわり

、機能
きのう

をどう考
かんが

えるか？ 

E
いー

-2 社 会 的
しゃかいてき

入 院
にゅういん

等
とう

の

解 消
かいしょう

 

E
いー

-2-1) 多
おお

くの社 会 的
しゃかいてき

入 院
にゅういん

を抱
かか

える精 神 科
せいしんか

病 床
びょうしょう

からや、入 所
にゅうしょ

施設
しせつ

からの大規模
だいきぼ

な地域
ちいき

移行
いこう

を進
すす

める為
ため

に、何
なん

らかの特 別
とくべつ

なプロジェクト
ぷ ろ じ ぇ く と

は必 要
ひつよう

か？ 

E
いー

-2-2) 現 実
げんじつ

に存 続
そんぞく

する「施設
しせつ

待 機 者
たいきしゃ

」「再 入 院
さいにゅういん

・入 所
にゅうしょ

」問 題
もんだい

にどのように取
と
り組

く
むべきか？ 

E
いー

-2-3) また、「施設
しせつ

待 機 者
たいきしゃ

」「再 入 院
さいにゅういん

・ 入 所
にゅうしょ

」者
しゃ

への実 態
じったい

調 査
ちょうさ

と、何
なに

があればそうならな

いかのニーズ
に ー ず

把握
はあく

は、具 体 的
ぐたいてき

にどのように行
おこな

えばよいか？ 

E
いー

-2-4) 上 記
じょうき

の調 査
ちょうさ

を具 体 的
ぐたいてき

な施策
せさく

に活
い
かすためには、どのようなシステム

し す て む
を構 築

こうちく
すべきか？ 
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部会
ぶかい

 

審議
しんぎ

 

時期
じ き

 

分
ぶん

 野
や

 項
こう

 目
もく

 論
ろん

  点
てん

 

   E
いー

-2-5) スウェーデン
す う ぇ ー で ん

では 1990 年 代
ねんだい

初 頭
しょとう

の 改 革
かいかく

で一 定
いってい

期間
きかん

以 上
いじょう

の 社 会 的
しゃかいてき

入 院
にゅういん

・入 所
にゅうしょ

の費用
ひよう

は市 町 村
しちょうそん

が持
も
つような制度

せいど
設 計
せっけい

にした為
ため

、社 会
しゃかい

資源
しげん

の 開 発
かいはつ

が 一 挙
いっきょ

に進
すす

んだ。我
わ
が

国
くに

でもそのような強 力
きょうりょく

なインセンティブ
い ん せ ん て ぃ ぶ

を持
も
った政 策

せいさく
が 必 要

ひつよう
か？ 必 要

ひつよう
とすればどのような

ものにすべきか？ 

E
いー

-3 その他
た

 E
いー

-3-1) 「分野
ぶんや

E
いー

 地域
ちいき

移行
いこう

」についてのその他
た
の論 点

ろんてん
及
およ

び意見
いけん

 

  F
えふ

 地域
ちいき

生 活
せいかつ

の

資源
しげん

整備
せいび

 

F
えふ

-1 地域
ちいき

生 活
せいかつ

資源
しげん

整備
せいび

のため

の措置
そ ち

 

F
えふ

-1-1) 地 域 間
ちいきかん

格差
かくさ

を解
かい

消
しょう

するために、社 会
しゃかい

資源
しげん

の少
すく

ない地域
ちいき

に対
たい

してどのような重 点 的
じゅうてんてき

な

施策
せさく

を盛
も
り込

こ
むべきか？ 

F
えふ

-1-2) どの地域
ちいき

であっても安 心
あんしん

して暮
く
らせるためのサービス

さ ー び す
、支援

しえん
を確保

かくほ
するための財 源

ざいげん
の仕組

し く

みをどう考
かんが

えるか？ 

F
えふ

-1-3) 地域
ちいき

移行
いこう

や地 域 間
ちいきかん

格差
かくさ

の 解 消
かいしょう

を図
はか

るため、地域
ちいき

生 活
せいかつ

資源
しげん

整備
せいび

に向
む
けた、かつての

「ゴールドプラン
ご ー る ど ぷ ら ん

」「障 害 者
しょうがいしゃ

プラン
ぷ ら ん

：ノーマライゼーション
の ー ま ら い ぜ ー し ょ ん

7 カ年
ねん

戦 略
せんりゃく

」のような国
くに

レベル
れ べ る

の

プラン
ぷ ら ん

が 必 要
ひつよう

か？あるいは何
なん

らかの時限
じげん

立 法
りっぽう

を 制 定
せいてい

する必 要
ひつよう

があるか？ 

F
えふ

-1-4) 現 行
げんこう

の都道府県
とどうふけん

障 害
しょうがい

福祉
ふくし

計 画
けいかく

及
およ

び 市 町 村
しちょうそん

障 害
しょうがい

福祉
ふくし

計 画
けいかく

についてどう評 価
ひょうか

す

るか？また、今後
こんご

のあり方
かた

についてどう考
かんが

えるか？ 
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部会
ぶかい

 

審議
しんぎ

 

時期
じ き

 

分
ぶん

 野
や

 項
こう

 目
もく

 論
ろん

  点
てん

 

  F
えふ

-2 自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

 

F
えふ

-2-1) 自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

の法 定 化
ほうていか

についてどう考
かんが

えるか？また、その地域
ちいき

における解 決
かいけつ

が

困 難
こんなん

な 問 題
もんだい

を具 体 的
ぐたいてき

に解
かい

決
けつ

する機関
きかん

として、どのように位置
い ち

づけるべきか？ 

F
えふ

-2-2) 自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

の議論
ぎろん

から 社 会
しゃかい

資源
しげん

の 創 出
そうしゅつ

につなげるために、どのような 財 源 的
ざいげんてき

な裏打
うらう

ちが必 要
ひつよう

か？ 

F
えふ

-2-3) 障 害 者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

の推 進
すいしん

には、一 般
いっぱん

市民
しみん

の理解
りかい

と参加
さんか

が 重 要
じゅうよう

であるが、それを促
うなが

す仕組
し く

み

を自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

の取
と
り組

く
み、あるいはその他

た
の 方 法

ほうほう
で、法 律

ほうりつ
に組

く
み込

こ
めるか？ 

F
えふ

-3 長 時 間
ちょうじかん

介 助
かいじょ

等
とう

の

保 障
ほしょう

 

F
えふ

-3-1) どんなに重
おも

い障 害
しょうがい

があっても地域
ちいき

生 活
せいかつ

が可能
かのう

になるために、市 町 村
しちょうそん

や圏 域
けんいき

単位
たんい

での

「満
み
たされていないニーズ

に ー ず
」の把握

はあく
や 社 会

しゃかい
資源
しげん

の 創 出
そうしゅつ

方 法
ほうほう

はどうすればよいか？ 

F
えふ

-3-2) 24時間
じかん

介護
かいご

サービス
さ ー び す

等
とう

も含
ふく

めた長 時 間
ちょうじかん

介護
かいご

が必 要
ひつよう

な人
ひと

に必 要 量
ひつようりょう

が供 給
きょうきゅう

されるた

めに、市 町 村
しちょうそん

や圏 域
けんいき

単位
たんい

での支援
しえん

体 制
たいせい

はどのように 構 築
こうちく

されるべきか？ 

F
えふ

-4 義務的
ぎむてき

経費化
けいひか

と国庫
こっこ

負担
ふたん

基 準
きじゅん

 

F
えふ

-4-1) 障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支 援 法
しえんほう

では「 在 宅
ざいたく

サービス
さ ー び す

も含
ふく

めて義務的
ぎむてき

経費化
けいひか

」するとされたが、国庫
こっこ

負担
ふたん

基 準
きじゅん

の範 囲 内
はんいない

にとどまっている。そのため、国庫
こっこ

負担
ふたん

基 準
きじゅん

が事 実 上
じじつじょう

のサービス
さ ー び す

の上 限
じょうげん

になっている自治体
じちたい

が多
おお

いと指摘
してき

する声
こえ

がある。このことに関
かん

する評 価
ひょうか

と 問 題
もんだい

解 決
かいけつ

について

どう考
かんが

えるか？ 
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部会
ぶかい

 

審議
しんぎ

 

時期
じ き

 

分
ぶん

 野
や

 項
こう

 目
もく

 論
ろん

  点
てん

 

  F
えふ

-5 国
くに

と地方
ちほう

の

役 割
やくわり

 

F
えふ

-5-1) 現 在
げんざい

、障 害 者
しょうがいしゃ

制度
せいど

改 革
かいかく

の中
なか

では、「施設
しせつ

・病 院
びょういん

から地域
ちいき

生 活
せいかつ

への 転 換
てんかん

」「どの地域
ちいき

であっても安 心
あんしん

して暮
く
らせる」方 向

ほうこう
が目指

め ざ
されている。一 方

いっぽう
、地域

ちいき
主 権
しゅけん

改 革
かいかく

では「現 金
げんきん

給 付
きゅうふ

は国
くに

、サービス
さ ー び す

給 付
きゅうふ

は地方
ちほう

」との一 括
いっかつ

交付
こうふ

金化
きんか

の考
かんが

えが示
しめ

されている。障 害 者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

に関
かん

して国
くに

と地方
ちほう

の 役 割
やくわり

をどう考
かんが

えるか？ 

F
えふ

-5-2) 障 害 者
しょうがいしゃ

権利
けんり

条 約
じょうやく

の第
だい

19 条
じょう

を受
う
けて、推 進

すいしん
会議
かいぎ

では「地域
ちいき

生 活
せいかつ

の権利
けんり

の明 文 化
めいぶんか

」

を求
もと

める意見
いけん

が多数
たすう

であった。地域
ちいき

の実 情
じつじょう

や 特 色
とくしょく

にあったサービス
さ ー び す

提 供
ていきょう

と、この「地域
ちいき

生 活
せいかつ

の権利
けんり

」を担保
たんぽ

していくためのナショナルミニマム
な し ょ な る み に ま む

のあり方
かた

についてどう考
かんが

えるか？ 

F
えふ

-6 その他
た

 F
えふ

-6-1) 「分野
ぶんや

F
えふ

 地域
ちいき

生 活
せいかつ

の資源
しげん

整備
せいび

」についてのその他
た
の 論 点

ろんてん
及
およ

び意見
いけん

 

  G
じー

 利 用 者
りようしゃ

負担
ふたん

 

G
じー

-1 応 益
おうえき

負担
ふたん

の 問 題 点
もんだいてん

と

現 状
げんじょう

の 評 価
ひょうか

 

G
じー

-1-1) 「自立
じりつ

支 援 法
しえんほう

」で導 入
どうにゅう

された自立
じりつ

支援
しえん

給 付
きゅうふ

（福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

、補装具
ほそうぐ

)、自立
じりつ

支援
しえん

医 療
いりょう

の応
おう

益
えき

負担
ふたん

の問 題 点
もんだいてん

についてどう考
かんが

えるか？ 

G
じー

-1-2) 「 応 益
おうえき

負担
ふたん

の廃止
はいし

」方 針
ほうしん

に基
もと

づく、今年
ことし

4 月
がつ

からの福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

と補装具
ほそうぐ

の軽 減
けいげん

措置
そ ち

についてどう評 価
ひょうか

するか？ 

G
じー

-1-3) 基本
きほん

合意
ごうい

でも「当 面
とうめん

の 重 要
じゅうよう

な課題
かだい

」とされている自立
じりつ

支援
しえん

医 療
いりょう

に関
かん

する軽 減
けいげん

措置
そ ち

に

ついてどう考
かんが

えるか？ 
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部会
ぶかい

 

審議
しんぎ

 

時期
じ き

 

分
ぶん

 野
や

 項
こう

 目
もく

 論
ろん

  点
てん

 

   G
じー

-1-4) 「自立
じりつ

支 援 法
しえんほう

」では福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

や医 療
いりょう

の応
おう

益
えき

負担
ふたん

以外
いがい

に、食 費
しょくひ

や光 熱 水 費
こうねつすいひ

等
とう

の

実費
じっぴ

負担
ふたん

が 導 入
どうにゅう

されたが、これについてどう考
かんが

えるか？ 

G
じー

-2 負担
ふたん

の範囲
はんい

 G
じー

-2-1) 「 応 益
おうえき

負担
ふたん

廃止
はいし

」後
ご
の負担

ふたん
のあり方

かた
として、サービス

さ ー び す
・支援

しえん
に関

かん
する負担

ふたん
と 食 費

しょくひ
等
とう

の

実費
じっぴ

負担
ふたん

について、それぞれどう考
かんが

えるか？ 

G
じー

-2-2) 費用
ひよう

負担
ふたん

を求
もと

める場合
ばあい

の仕組
し く

みとその際
さい

の負担
ふたん

を求
もと

める範囲
はんい

（障 害 者
しょうがいしゃ

本 人
ほんにん

、 同 居
どうきょ

家族
かぞく

等
とう

)についてどう考
かんが

えるか？ 

G
じー

-3 その他
た

 G
じー

-3-1) 「分野
ぶんや

G
じー

 利 用 者
りようしゃ

負担
ふたん

」についてのその他
た
の論 点

ろんてん
及
およ

び意見
いけん

 

  H
えいち

 報 酬
ほうしゅう

や

人 材
じんざい

確保
かくほ

等
とう

 

H
えいち

-1 支 払
しはらい

方 式
ほうしき

 

H
えいち

-1-1) 「自立
じりつ

支 援 法
しえんほう

」による報 酬
ほうしゅう

払
はら

い 方 式
ほうしき

についてどう評 価
ひょうか

するか？日 額
にちがく

払
はら

い方 式
ほうしき

に

ついて、人 材
じんざい

確保
かくほ

や 安 定
あんてい

したサービス
さ ー び す

提 供
ていきょう

の困 難
こんなん

さを指摘
してき

する声
こえ

がある一 方
いっぽう

、利 用 者
りようしゃ

の

選 択
せんたく

等
とう

の点
てん

から評 価
ひょうか

する声
こえ

もある。これについてどう考
かんが

えるか？ 

H
えいち

-2 人 材
じんざい

確保
かくほ

・ 育 成
いくせい

 

H
えいち

-2-1) 人 材
じんざい

確保
かくほ

の困 難
こんなん

が指摘
してき

されている。また、事 務 量
じむりょう

の増
ぞう

大
だい

等
とう

を指摘
してき

する声
こえ

がある。

人 材
じんざい

不足
ぶそく

の 解 消
かいしょう

及
およ

び事務
じ む

の簡素化
かんそか

のために、サービス
さ ー び す

体 系
たいけい

及
およ

び資格
しかく

要 件
ようけん

をシンプル
し ん ぷ る

にする

ことは有 効
ゆうこう

か？また、有 効
ゆうこう

である場合
ばあい

、どのように整理
せいり

するべきか？ 

H
えいち

-2-2) 支援
しえん

職 員
しょくいん

や相 談
そうだん

支 援 者
しえんしゃ

の 迅 速
じんそく

かつ有 効
ゆうこう

な人 材
じんざい

確保
かくほ

・ 育 成
いくせい

の課題
かだい

は何
なに

か？ 
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部会
ぶかい

 

審議
しんぎ

 

時期
じ き

 

分
ぶん

 野
や

 項
こう

 目
もく

 論
ろん

  点
てん

 

   H
えいち

-2-3) 障 害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

の質
しつ

・量
りょう

を適 切
てきせつ

な 水 準
すいじゅん

に保
たも

つには、支援
しえん

職 員
しょくいん

の 賃 金
ちんぎん

その他
た
の

労 働
ろうどう

条 件
じょうけん

が他
ほか

の分野
ぶんや

と比
くら

べて 遜 色
そんしょく

のない水 準
すいじゅん

に保
たも

たれる 必 要
ひつよう

があるが、そのために

障 害 者
しょうがいしゃ

総 合
そうごう

福 祉 法
ふくしほう

で規定
きてい

できる事項
じこう

、その他
た
の法

ほう
制度
せいど

で規定
きてい

すべき事項
じこう

があるかどうか？ 

H
えいち

-3 その他
た

 H
えいち

-3-1) 「分野
ぶんや

H
えいち

 報 酬
ほうしゅう

や人 材
じんざい

確保
かくほ

等
とう

」についてのその他
た
の 論 点

ろんてん
及
およ

び意見
いけん

 

 I
あい

 その他
た

 I
あい

-1 介護
かいご

保険
ほけん

と

の 問 題
もんだい

 

I
あい

-1-1) 国
くに

と「自立
じりつ

支 援 法
しえんほう

」訴 訟 団
そしょうだん

との「基本
きほん

合意
ごうい

文 書
ぶんしょ

」の中
なか

では「 新
あら

たな福祉
ふくし

制度
せいど

の 構 築
こうちく

に当
あ
たっては、現 行

げんこう
の介護

かいご
保険
ほけん

との 統 合
とうごう

は 前 提
ぜんてい

とせず」と記
しる

されている。この点
てん

から、検 討
けんとう

すべき論 点
ろんてん

としてはどのようなことがあるか？ 

I
あい

-1-2) 現 行
げんこう

「自立
じりつ

支 援 法
しえんほう

」第
だい

7 条
じょう

では「介護
かいご

保険
ほけん

優 先
ゆうせん

」の原 則
げんそく

がうたわれている。介護
かいご

保険
ほけん

対 象
たいしょう

となった際
さい

に、「自立
じりつ

支 援 法
しえんほう

」のサービス
さ ー び す

が利用
りよう

できなくなったり、サービス
さ ー び す

の量
りょう

・種 類
しゅるい

が削
けず

られたりする事例
じれい

が生
しょう

じている。こうした事態
じたい

を避
さ
けるためには、どのような制度

せいど
とすること

が 必 要
ひつよう

と考
かんが

えるか？ 

I
あい

-2 現 行
げんこう

の

特 別
とくべつ

対 策
たいさく

等
とう

 

I
あい

-2-1) 臨時
りんじ

特 例
とくれい

交付
こうふ

金
きん

による特 別
とくべつ

対 策
たいさく

事 業
じぎょう

についての評 価
ひょうか

はどうか？また、この中
なか

で、

「 特 別
とくべつ

対 策
たいさく

」から正規
せいき

の制度
せいど

に組
く
み入

い
れる必 要

ひつよう
があるものはあるか？ 

I
あい

-2-2) また、特 例
とくれい

交付
こうふ

金
きん

の 延 長
えんちょう

は必 要
ひつよう

か？ 
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部会
ぶかい

 

審議
しんぎ

 

時期
じ き

 

分
ぶん

 野
や

 項
こう

 目
もく

 論
ろん

  点
てん

 

   I
あい

-2-3) 新 体 系
しんたいけい

への移行
いこう

の期間
きかん

（2012 年
ねん

3 月
がつ

）をどう考
かんが

えるか？ 

I
あい

-3 その他
た

 I
あい

-3-1) この法
ほう

による支援
しえん

のための 所 要
しょよう

額
がく

について後
こう

年度
ねんど

負担
ふたん

も含
ふく

め、推 計
すいけい

する必 要
ひつよう

がある

のではないか？ 

I
あい

-3-2) この 財 源
ざいげん

を安 定 的
あんていてき

に確保
かくほ

するための方 策
ほうさく

と目途
め ど

をどのようにたてていくべきか？ 

I
あい

-3-3) この法
ほう

の実施
じっし

に関
かん

するモニタリング
も に た り ん ぐ

機関
きかん

の必 要 性
ひつようせい

をどう見
み
るか？ 

I
あい

-3-4) 相 談
そうだん

、「選 択
せんたく

と 決 定
けってい

」（ 支 給
しきゅう

決 定
けってい

)、支援
しえん

の利用
りよう

、利 用 者
りようしゃ

負担
ふたん

等
とう

、この法
ほう

に関
かか

わ

る 全 般 的
ぜんぱんてき

な不服
ふふく

審査
しんさ

・ 苦 情
くじょう

解 決
かいけつ

・権利
けんり

擁護
ようご

機関
きかん

の 必 要 性
ひつようせい

をどう見
み
るか？ 

I
あい

-3-5) 「分野
ぶんや

I
あい

 その他
た
」についてのその他

た
の論 点

ろんてん
及
およ

び意見
いけん

 

 


